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一 

 



 

そ
こ
で
以
下
、
衆
議
院
規
則
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
国
立
公
文
書
館
へ

の
移
管
促
進
等
に
関
し
更
に
質
問
す
る
。 

昭
和
五
十
九
年
六
月
二
十
日
提
出
の
私
の
「
国
立
公
文
書
館
へ
の
公
文
書
類
の
移
管
促
進
等
に
関
す
る
質
問
主

意
書
」
（
以
下
「
質
問
書
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
同
年
六
月
二
十
九
日
付
け
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
〇
一
第
二
六
号
、

以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
は
、
要
領
を
得
て
い
な
い
。
な
か
で
も
、
質
問
書
中
「
二 

件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の

国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
促
進
等
に
つ
い
て
」
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
の
内
容
は
、
答
弁
の
名
に
値
し
な
い
。 

一 

件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
年
次
別
件
数
等
に
つ
い
て 

 
答
弁
書
は
、
質
問
書
で
「
日
本
国
憲
法
施
行
後
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
・
了
解
事
項
と
さ
れ
た
た
め
前
記
内

閣
参
事
官
室
公
表
の
『
目
録
』
に
掲
記
さ
れ
な
か
つ
た
事
項
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
、
そ
の
事
項
又
は
件
名
数 

件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
促
進
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

2 

答
弁
書
が
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
等
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
仮
定
し
た
場
合 

1 

答
弁
書
は
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
や
閣
議
了
解
（
以
下
「
閣
議
決
定
等
」
と
い
う
。
）
は
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
を

明
確
に
さ
れ
た
い
。 

を
年
次
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
」
と
問
う
た
の
に
対
し
、「
『
閣
議
及
び
事
務
次
官
等
会
議
付
議
事
項
の
件
名

等
目
録
』
は
、
閣
議
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
日
常
業
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
上
で
参
考
と
な
る
事
項
を

資
料
と
し
て
整
理
し
、
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
の
み
で
、
質
問
に
ま
と
も
に
答
え
て
い
な
い
。 

そ
こ
で
具
体
的
に
尋
ね
る
。 

イ 

過
日
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
、
同
館
で
公
開
さ
れ
た
「
共
産
主
義
者
等
の
公
職
か
ら
の
排
除
に

関
す
る
件
」
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
五
日
付
け
）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
レ
ッ
ド
・
パ
ー

ジ
」
関
連
文
書
は
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
等
で
は
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ど
う
か
。 

四 

 



 

3 

答
弁
書
が
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
等
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
場
合
、
閣
議
決
定

等
の
な
か
に
は
、
国
民
に
対
し
て
、
そ
の
内
容
は
も
と
よ
り
、
件
名
さ
え
秘
密
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

ロ 

閣
議
決
定
等
に
つ
い
て
そ
の
内
容
は
も
と
よ
り
件
名
さ
え
も
国
民
に
対
し
て
秘
密
扱
い
す
る
場
合
の
基

準
と
手
続
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

ロ 

内
閣
参
事
官
室
の
「
閣
議
及
び
事
務
次
官
等
会
議
付
議
事
項
の
件
名
等
目
録
」（
以
下
「
目
録
」
と
い
う
。
）

に
掲
記
さ
れ
て
い
な
い
閣
議
決
定
等
は
相
当
数
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
く

ら
い
あ
る
の
か
、
年
次
別
に
事
項
又
は
件
名
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

イ 

閣
議
決
定
等
の
内
容
を
国
民
に
対
し
て
秘
密
扱
い
と
す
る
場
合
の
基
準
と
手
続
は
、
ど
の
よ
う
に
定
め

ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

ハ 

件
名
外
の
閣
議
決
定
等
と
さ
れ
た
た
め
、
前
記
目
録
に
掲
記
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
は
、
日
本
国
憲
法
施 

五 

 



 

二 

件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
促
進
、
そ
の
他
に
つ
い
て 

2 

答
弁
書
の
主
語
は
、「
国
立
公
文
書
館
」
と
な
つ
て
い
る
が
、
内
閣
全
体
の
見
地
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
措
置 

1 

答
弁
書
中
の
「
公
文
書
等
」
の
な
か
に
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
等
を
当
然
含
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
る
が
、

ど
う
か
。 

答
弁
書
は
、
質
問
書
で
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
と
、
同
館
に
お
け
る
公
開
措

置
の
促
進
を
求
め
た
の
に
対
し
、
「
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
七
日
付
け
閣
議 

了
解
『
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
』
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
各
省
庁
と
協
議
の
上
、
公
文
書
等
の

移
管
及
び
公
開
措
置
の
促
進
を
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
な
お
あ
い
ま
い
な
点
を
残
し

て
い
る
。
そ
こ
で
具
体
的
に
尋
ね
る
。 

行
後
、
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
、
そ
の
事
項
又
は
件
名
数
を
年
次
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
明
ら
か
に

で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

を
講
じ
て
い
る
の
か
。
内
閣
全
体
の
見
地
か
ら
公
文
書
等
の
移
管
及
び
公
開
措
置
の
促
進
の
事
務
を
所
管
し

て
い
る
部
局
は
ど
こ
か
。 

3 

件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
促
進
に
係
る
基
準
と
手
続
は
、
ど
の
よ
う
に
定
め
ら

れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

右
質
問
す
る
。 


